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○上峰町英語検定料補助金交付要綱 

平成30年5月21日 

教委告示第2号 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検

定（以下「英検」という。）の受験機会の拡大を目指し、もって児童生徒の

英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、英検を受験する児童生徒の

保護者に対し、予算の範囲内において上峰町英語検定料補助金（以下「補助

金」という。）を交付するものとし、上峰町補助金等交付規則（昭和57年規

則第7号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、補助金の交付に関し

て必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付対象者） 

第2条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、小学

校及び中学校に就学する英検を受験した児童生徒の保護者で、児童生徒が町

内に住所を有するものとする。 

（補助対象及び補助金額） 

第3条 補助金の交付対象は、英検の受験に要した費用とし、当該年度において

1回限りとする。 

2 補助金額は、受験した一つの級の検定料の全額とする。 

（補助金の交付申請） 

第4条 補助対象者は、上峰町英語検定料補助金交付申請書（個人用）（様式第

1号）に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、児童生

徒が町内の小学校及び中学校に在籍する場合、児童生徒が在籍する学校の長

（以下「学校長」という。）が補助対象者から委任を受け、一括申請を行う

ことができる。 

2 補助対象者は、前項ただし書に規定する一括申請を行う場合、委任状を学校

長に提出しなければならない。 
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第5条 学校長が一括申請を行う場合は、上峰町英語検定料補助金交付申請書

（学校長用）（様式第2号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 受験を確認できる書類 

(2) 委任状（様式第3号） 

(3) 実用英語技能検定料補助対象者名簿（様式第4号） 

（交付決定及び通知） 

第6条 補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、補助

金を交付することが適当であると認めたときは上峰町英語検定料補助金交付

決定通知書（様式第5号）により、交付することが適当でないと認めたときは

上峰町英語検定料補助金不承認決定通知書（様式第6号）により通知を行うも

のとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第7条 補助金交付の決定を受けた者が補助金の交付請求をしようとするとき

は、上峰町英語検定料補助金交付請求書（様式第7号）に関係書類を添えて、

町長に提出しなければならない。 

2 町長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。 

（補助金の取消し及び返還） 

第8条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該補助金を返還させることができ

る。 

(1) 補助金の交付に当たり、不正な行為により補助金の交付を受けたとき。 

(2) その他町長が不適当と認めたとき。 

（補助金額の確定） 

第9条 町長は、受験を確認できる書類等の内容を精査し、補助金の交付決定の

内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の

交付申請を行った補助対象者（第4条に基づき、学校長が一括申請を行った場
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合は学校長）に対し上峰町英語検定料補助金額の確定通知書（様式第8号）に

より通知するものとする。 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。 

附 則（令和元年11月1日教委告示第7号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。 

附 則（令和2年3月27日教委告示第1号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。 
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